
令和３年１０月１９日 
都市局まちづくり推進課 

 

前橋市が市民と共に“本気で”取り組む、まちづくりの新しいしくみが始動！ 

～前橋市のソーシャル・インパクト・ボンド導入を支援～ 

１．ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）について 

○ SIB とは、あらかじめ合意した成果目標の達成度合いに応じて支払額が変わる

成果連動型民間委託契約方式（PFS）の一類型であり，外部の民間資金を活用し

た官民連携による社会課題解決の仕組みです。 

○ 主なスキーム参画者の利点は以下の通りです。 

 民間事業者は、事業開始前の資金調達が可能。また、民間委託事業の遂行にあた

り、保有ノウハウを最大限活用。 

 資金提供者は、経済的な受益のみならず、社会課題の解決を資金面から支えるこ

とが可能。 

 行政は、民間のノウハウを活用した社会課題の解決が可能。また、事業効果を客

観的に確認することが可能。 

２．国土交通省の取組について 

○ まちづくり分野での SIB 活用について、地方公共団体に対する情報提供や専門

家派遣などの導入支援を進めており、令和２年度には、前橋市に対し支援を行い

ました。 

※令和２年度の支援に関する情報は、下記ホームページ 

＜第３回「まちづくり×SIB」シンポジウム 成果報告＞をご覧ください。 

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_fr_000005.html 

前橋市と一般社団法人前橋デザインコミッション（群馬県前橋市）は、第一生命保険株式

会社（東京都千代田区）と連携し、地域コミュニティの再生やエリア価値の向上を図る民間ま

ちづくりの支援に「ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）」を活用したスキームを構築しました。 

SIBを導入することで、民間事業者の創意工夫を活かせるとともに、民間事業者に対し事業

開始前の資金提供が可能になり、民間まちづくりの一層の進展が期待されます。 

こうしたまちづくり分野において、SIBを活用することは全国初の取組になります。国土交通省

は、前橋市の取組に対し、専門家の派遣などにより支援しました。 

※SIBは、成果連動型民間委託と、民間資金の活用を組み合わせた手法をソーシャル・インパクト・

ボンド（SIB）と言います。成果連動型民間委託業務委託費について、その成果に応じて報酬額が変

わる手法のことです。現在の固定型契約とは異なり、業務内容の詳細を定めずに成果目標を定める

ことで、業務内容は事業者の創意工夫を最大限に活かすことができ、より成果向上が見込める契約

方法です。 

また、 

 

民間セクターがその資金・ノウハウにより社会課題・地域課題の解決に資する行政サービスを提供

し、当該サービスが生み出す成果に応じて公共が支払いを行う手法であり、成果連動型民間委託契

約方式の１つです。 

 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 担当：宮川、山地 

電 話：03-5253-8111(代表)(内線 32-592,32-544） 03-5253-8127(直通) 

ＦＡＸ：03-5253-1589 
 

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_fr_000005.html


前橋市が行うまちづくり事業の概要

前橋市と一般社団法人前橋デザインコミッション（群馬県前橋市）は、第一生命保険株式会社（東京都千代田区）と連携し、地域
コミュニティの再生やエリア価値の向上を図る民間まちづくりの支援に「ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）」を活用したスキームを構築。

現在の馬場川通りの様子

前橋市の事業実施スキームの概要

【前橋市が（一社）前橋デザインコミッションへ委託する業務の概要】

①業務

委託契約

⑥サービス提供

⑨検証結果の
報告

受益者

⑪支払

【行政】
前橋市

③信託受益権
購入

⑫優先受益権

配当

【第三者評価事業者】

【信託会社】
すみれ地域信託(株)

②信託契約、

当初信託

資金の流れ その他の動き

【資金提供者】
第一生命保険(株)

⑦成果測定

⑩評価

④受益権代金を
追加信託

【中間支援組織】

デロイトトーマツ※

（国土交通省都市局まちづくり推進課）

「地方公共団体に対するまちづくり分野における

SIB導入支援業務」

※ 本スキームでは、直接の契約主体とはならないものの、実態と
しては事業全体の企画設計・推進・コーディネート等に関与

⑤資金提供
⑫劣後受益権配当

⑧成果測定結
果の提供

 創意工夫による目標達成が可能

 事業資金を事業実施前に調達することが可能

 地域貢献と運用収益獲得の両立 事業者の創意工夫を最大限活用
 まちづくりの成果の可視化
 事業資金の調達支援 【サービス提供者】

（一社）前橋デザインコミッション

事業名 SIBによる前橋市アーバンデザイン推進業務

成果指標 歩行者通行量

業務期間 令和３年９月１６日から令和６年３月末まで

取組内容 まちづくり勉強会開催、社会実験実施、その他成果を達成するために行われる任意事業

金額
成果に応じて７，４００，０００円～１３，１００，０００円で変動
※リスクとリターンは、（一社）前橋デザインコミッションと第一生命保険(株)で分担

（前橋市公表資料を基に国土交通省が作成）


